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平成２１年度森林審議会議事録
１ 日 時 平成２１年１０月３０日（金）１３時３０分～１６時３０分

２ 場 所 杉妻会館 ４階 牡丹

３ 出席委員 １１名

司会 本日は、御多忙のところ、福島県森林審議会に御出席いただき、ありがと

(廣畑主幹) うございます。

私、本日の進行役を務めさせていただきます森林計画課の廣畑と申しま

す。

お席にお配りしております次第により進めさせていただきますのでよろし

くお願いいたします。

開会に先立ちまして確認させていただきます。 本審議会は、森林法に基づ

き設置されており、「附属機関等の会議の公開に関する指針」により、会場

に傍聴席を設け、一般県民に公開することとなっておりますので御了承願い

ます。

傍聴者へお願いいたします。傍聴にあたりましては、お配りしております

「傍聴にあたって守るべき事項」のとおりとなっておりますので御協力をお

願いいたします。

それでは、只今より、福島県森林審議会を開催いたします。

はじめに、木村会長に御挨拶をお願いいたします。

木村会長 福島県森林審議会を開催しましたところ、皆様にはお忙しい中お集まりい

ただきまして、ありがとうございます。

当審議会は、昨年度から新たな振興計画の策定に向け審議を進めておりま

すが、前回の審議会におきましては、新たな計画に関するフレームなどにつ

いて審議をいただき、活発な御意見等いただきました。本日は前回の審議会

で委員の皆様からいただいた意見等をふまえて、とりまとめた新たな農林水

産業振興計画の中間整理案について県より御説明を受けることになっていま

す。当計画は県が行う農林水産業、とりわけ森林・林業施策の方向性や施策

内容を示す重要な計画になりますので、委員の皆様にはそれぞれのお立場か

ら忌憚のない御意見をお聞かせいただきますようお願いいたします。

司会 ありがとうございました。続きまして、農林水産部技監より御挨拶を申し

(廣畑主幹) 上げます。

小野技監 農林水産部長、都合がありまして出席できません。私、技監の小野でござ

いますが、御挨拶を申し上げたいと思います。

委員の皆様にはお忙しいところ御出席をいただきまして誠にありがとうご
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ざいます。また、日頃より本県の森林・林業行政の推進に対しまして、御指

導、御支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

御承知のとおり国では、新しい政権が発足しまして、温室効果ガス排出量

を２０２０年までに２５％削減するなど、新たな中期目標を表明しておりま

す。地球温暖化防止対策の取り組みがますます重要になっているところであ

り、木材の生産のみならず二酸化炭素を吸収・固定する森林の役割に対し、

高い期待が寄せられております。

県におきましては、これまでの造林補助事業や治山事業、森林環境税を財

源とした基金事業等による森林整備に加え、地球温暖化防止に向けた国の新

たな事業にも積極的に取り組むこととしており、森林整備の促進による諸機

能の増進と間伐材等の森林資源を活用した、林業・木材産業の再生に努めて

参りたいと考えております。本日の審議会におきましては、新たな農林水産

業振興計画の中間整理案ということで、全体概要、施策の方向、主要指標等

について、御審議をいただくこととしております。今後は、本日の結果を基

にパブリックコメントや地方説明会などを進めて参りたいと考えております

ので、委員の皆様には、忌憚のない御意見をいただくようお願いを申し上げ

まして、御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。

司会 それでは第４の報告に移らせていただきます。

(廣畑主幹) はじめに委員の出席状況でございますが、委員総数１４名のところ現在１

０名の出席をいただいており、福島県森林審議会規程、第３条に規定する委

員の過半数の出席を得ておりますので、当審議会は成立しておりますことを

御報告いたします。なお本日は、清野進委員、津金要雄委員、外山武比古委

員から欠席の報告が出ておりますので、併せて御報告いたします。また、山

本美穂委員につきましては、職務の都合により少々遅れる旨御連絡をいただ

いております。

ここで、資料の確認をさせていただきます。「配付資料一覧表」を御覧く

ださい。資料は、事前にお送りいたしました、資料１から資料４と、本日お

配りいたしました次第、審議会委員名簿、出席者名簿、座席表、スケジュー

ル（案）となっております。お持ちでない資料等がありましたらお申し付け

ください。よろしいでしょうか。

それでは、第５の議事に移らせていただきます。

本日は、「新たな農林水産業振興計画」の中間整理案について御審議をい

ただくものでございます。

なお、議長は、福島県森林審議会規定によりまして、会長がなることとさ

れておりますので、木村会長よろしくお願いいたします。

議長 それでは、議長を務めさせていただきます。

(木村会長) はじめに、審議会規程第６条第２項の定めにより、議事録署名人を２名指

名いたします。
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岡部委員、原田委員をお願いしたいのですがよろしいでしょうか。

まず、議事に入る前に、第１回審議会で御意見いただきました内容の整理

について御説明をお願いいたします。

農林企画 前回の審議会の中で委員の方々から、御意見を頂戴しました。何点かいた

課長 だきましたが、いわゆるこの計画を一体化するメリットといいますか、効果

(髙梨課長) ということで御意見をいただきました。そのことにつきましては前回も御説

明申し上げたところですが、いわゆる農林水産業共通の課題の対応が必要で

はないかということです。従来は農業、農村、森林・林業・木材産業、それ

から水産業ということで、各計画がそれぞれ部の中に４つほどありまして、

いわゆる農林水産業をとりまく現状認識、それから施策展開にあたっての理

念の共通性、そういうことで一体的な施策展開を図っていくべきではない

か、そういうことで一本化したと御説明申し上げたところです。

少し補足していきたいと思います。まず県勢世論調査がございまして、２

１年７月に行っておりますが、県民は農山漁村ということで一体的に考えて

いることがわかっております。県民が農山漁村に期待している役割として一

番多かったのが、地域の人々が働き生活する場、という意見が約７０％ほど

ありました。全国的に同様な調査を行っているわけですが、それよりもその

割合が上回っております。そのようなことで県民の豊かな暮らしを実現する

ためには、本県の大宗をしめる農山漁村の基幹産業である農林水産業の振興

に、一層取り組む必要があるのではないかということ、それから先ほども申

し上げましたが、県民においては、暮らしの中で農林水産業という形でとら

えているということで、やはり農業、林業、水産業の振興施策が一体的に行

われた方が良いのではないかということ、それから後ほど中間整理案の中で

も説明申し上げますが、地球温暖化対策について農林水産業からどのように

アプローチしていくのかを県民に説明する場合、農林水産業一体的な話とし

て、説明する必要があるのではないかということ、それから、農林水産業、

農山漁村が持つ、多面的機能の発揮ということで、山から川、水田、海と一

つの流れ、それから農地の適正な管理、治山・地滑り対策、このようなもの

を農林水産部一体となって取り組む必要があるのではないかということで、

今回こういった考えの中で計画作りをしているということでございますの

で、是非御理解をいただきたいと考えております。

それから先ほど申し上げましたように、他に何点かございましたけれど

も、それらにつきましては、中間整理案の御意見をいただきながら策定して

おりますので、中間整理案の説明を持ちまして代えせていただきたいと考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。

議長 はい、ありがとうございました。委員の皆様にはいろいろ御質問、御意見

(木村会長) 等があるとは思われるのですが、前回の審議会での何点かの質問に関しまし

ては、この後の中間整理案の中にも入っておりますので、そちらの御説明が
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終わってからあわせて御質問・御意見いただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。

それでは、御連絡あるそうなので、お願いいたします。

司会 それでは、連絡申し上げます。委員の皆様お揃いになりましたところで、

(廣畑主幹) 新たに森林審議会委員として、古川ますみ委員が新任されましたので御紹介

いたします。

ありがとうございました。

議長 よろしいでしょうか。

(木村会長) それでは、議事に入りたいと思います。

まずはじめに（１）新たな農林水産業振興計画の中間整理案について、①

全体概要等について御説明をお願いいたします。

農林企画 それでは、お手元にございます、資料１にもとづきまして説明させていた

課長 だきたいと思います。新たな農林水産業振興計画中間整理案（概要版）とい

(髙梨課長) うことで、まとめたものです。まず、第１章総説、それからその中には、３

つほどありまして、計画策定の趣旨、計画の位置づけ、計画期間ということ

です。この辺につきましては前回の審議会の中でも説明させていただいたと

ころですが、策定の趣旨、位置づけですが、これは農業農村分野では、農

業・農村振興条例というものがありまして、その基本計画であるというこ

と、後先になってしまいましたが、現在、県では新しい総合計画を策定して

おります。その農林水産業部門の計画ということでございます。それから計

画期間につきましては、２２年度を初年度として２６年までの５年間の計画

です。その前に、３０年程度先、子どもたちが大人になる３０年先を展望し

ながらということで、それが第３章にあるめざす姿ということで、前回御説

明を申し上げております。

本日につきましては、第４章の施策の展開方向を中心に御説明させていた

だきます。それから第５章に戦略的に取り組む重点施策というように記載し

ておりますが、前回の審議会の中では、第４章の第７節に同じように重点的

に取り組む施策ということで御説明申し上げたところでした。その後内部で

いろいろ検討した結果、やはり一つ章を起こして、今後５年間に取り組む施

策について記載するべきではないかと、いわばここにこの計画の目玉といい

ますか、考え方を表した施策についてここで記載していきたいと考えたとこ

ろです。

それから、第６章の地方の振興方向ということ、それから第７章の計画の

実現のためにということで、それぞれ県民、団体、市町村等々の役割等につ

いて記載するということにしております。

それでは３ページでございますけれども、めざす姿ということで、前回御

説明させていただいたところでございます。それから５ページがめざす姿の
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実現に向けた施策の基本方向ということで、いわば施策のキーワードを記載

しております。それをもう少し詳しくしたものが第４章、７ページになりま

す。施策の展開方向ということで、記載したところでございます。全体的な

お話をさせていただきますので、後ほど林業部門については、中間整理案で

説明させていただくことにしておりますので、御了解いただきたいと思いま

す。

まず、第１節の魅力ある農村漁村の形成ということで、四角く囲んでいる

ところにつきましては、いわゆる施策の方向ということで基本方針的なもの

を記載しております。これも別の審議会からも御意見をいただいたところな

のですが、やはり振興計画ということであるから、業が先にくるのではない

かという話もあったわけですが、今回我々といたしましては、農山漁村、要

するに県民の方々が住んでらっしゃる農山漁村の計画・振興・形成を第一番

におきたいということで御意見をいただきまして、このような構成になって

おります。ここでは人々、要するに農林漁業、そこに住んでいるあらゆる人

々が、共に支えあう絆づくりをしていきたいというようなこと、それから都

市との交流、農林漁業の６次産業化、農商工連携ということで、これは国の

方でも進めている施策です。そういうことを進めまして、働く場と収入の場

を確保していきたい、魅力ある農山漁村の形成を図っていきたいという内容

でございます。施策の体系としましては、農林漁業を支える絆づくり、交流

の促進、６次産業とか他産業との連携による農山漁村の活性化、快適で安全

な農山村づくりという施策の体系になっております。なお、詳細につきまし

ては中間整理案の方に記載してございますので、後ほど御覧いただければと

思います。

それから第２節ですが、ここからはそれぞれの業の振興という部分に入り

ます。まず農業の振興ですが、やはり担い手の育成をしていくのは当然のこ

とで、多様な担い手の育成という部分で企業等の農業参入を進めていくとい

うことです。それから、食料を安定的に供給するということは農林水産業の

重大な役割でして、それと併せまして農業所得の増大を図っていきたいとい

うことです。それから農業基盤整備という部分で、いわゆる生産基盤の整備

を図っていくということです。併せまして、研究・技術の開発・普及等に取

り組むということで、本県農産物の知名度向上を図っていきたいという内容

です。

施策の体系につきましては、１番から７番までありますので、時間の関係

で省略させていただきますが、後ほど御覧いただければと思います。それか

ら第３節の林業・木材産業につきましては後ほど、中間整理案で説明させて

いただきます。

それから第４節、９ページの水産業の振興です。水産業の振興につきまし

ては、資源管理型漁業、それからつくり育てる漁業というものを現在実施し

ており、それを一層推進していくということ、それからやはり、漁家の所得

の向上、付加価値をつけながら漁家収入の向上等を図っていきたい、という
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ことで考えております。施策の体系につきましては、１番から６番まであり

ます。これも後ほど御覧いただければと思います。

それから第５節安全・安心な農林水産物の提供です。当然、安全・安心な

農林水産物の提供につきましては、県民の大きな関心があります。やはり生

命とそれから健康を支える原点である、という考えのもと、生産者、それか

ら流通加工一体となった取り組みを進めていきたいということです。この中

に林業に関するところもございますので、それらにつきましては中間整理案

の中で御説明したいと思います。

それから第６節、自然・環境との共生です。従来から福島県は、農業関係

においてエコファーマー、それから特別栽培、有機栽培等々に取り組んで参

りました。ここでは環境と共生する農業といえば福島県というイメージを定

着させるための施策展開を図っていきたいということです。それから後、地

球温暖化防止に向けまして、森林、農地、藻場、これは水産関係の言葉です

が、県民共有の地域資源と捉えて、いわゆる適切に管理するような活動を行

っていきたいということです。それから、森林の持つ多面的機能を十分発揮

するために、今現在も進めておりますが、適切な森林整備、バイオマスの利

活用等を促進していきたいという内容となっております。これらにつきまし

ても後ほど説明させていただきたいと思います。

それから第５章ですが、戦略的に取り組む重点事項ということで、ここは

現在検討中です。ただキーワードとしましては、本県農林水産業が持続的に

発展出来るように担い手の育成、農林漁業者の所得向上、地域経済の活性化

という面から、６次産業化、それから当然生産力の強化、という３つのキー

ワードを基に、今後５年間取り組む重点施策について現在検討している段階

です。概要につきましては以上です。

議長 ありがとうございました。

(木村会長) 只今の御説明について、各委員より御質問、御意見がありましたら、お願

いいたします。

全体の概要案でございますけれども、御意見等ございませんでしょうか。

はい、早矢仕委員お願いいたします。

早矢仕委員 今説明をいただいた中で、もう一度繰り返して教えていただきたいのです

が、各農林業の経営基盤の強化とありますが、具体的に経営基盤というのは

何を重点的においているのかを、再度確認したいのですが、説明をお願いい

たします。

農林企画 今、御説明いたしましたのは概要版ということですので、その場合には大

課長 変申し訳ありませんけれども、中間整理案の中で、それぞれ農業の部分、そ

(髙梨課長) れからもちろん林業は後ほど説明いたしますが、水産業の部分等々で、説明

させていただくことになりますが、基本的に生産基盤といった場合にはやは
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り人の部分、それから農業の部分ですと、農地の部分、農業農地を効率的に

使うための基盤整備の部分もありますし、それから今現在問題になっており

ます耕作放棄地の問題、耕作放棄地をいかにして解消していく等の部分が含

まれていると思っております。

議長 他によろしいでしょうか。はい、では山本委員お願いします。

(木村会長)

山本美穂委 第５章の位置づけをもう少し分かりやすく教えていただきたいのですが、

員 つまり全体の中で、長所なり短所なりでめざす姿というのが基本目標という

のが出た後に、さらに第５章で、重点的に取り組む、戦略的に取り組む重点

施策とあります。その施策もおそらくこの施策の展開方法として必要な第４

章部分をこの中に含むことになるのでしょうか。これをもう少し、５章の部

分で聞くべきかと思いますが、全体の中での重点施策というのは、基本計画

の中で、例えば第４章より前で言われていることをもう一度、さらに強化し

ようとしているのか、プラスアルファで言おうとしているのか、もう少し御

説明いただければと思います。

議長 はい、お願いします。

(木村会長)

農林企画 只今の御質問は、第５章の重点的に取り組む施策の話ですが、言葉がどう

課長 かと思いますが、やはりこの基本計画はですね、いわゆる総花的にならざる

(髙梨課長) を得ない、ということについては御理解いただきたいと思います。やはり農

林水産、それぞれに施策を講じ、やらなくてはいけないことがたくさんある

ので、そのようになる訳です。その場合、今回考えております重点施策とい

うのは、計画期間は５年間と短いので、３０年は確かに展望しているのです

が、５年間で今後これから御説明いたしますけども、指標等がございます。

いわゆる施策の目標になります。そのようなものを、達成するにはやはり、

ここに特に力を入れなくてはならないでしょうという部分、その総花的な中

でも特にここの部分には力を入れていきたい、という施策を重点施策という

ことで５年間力を入れてやっていきたいということです。ですから他のとこ

ろをやらないということではなくて、他のところをやりながら特にここに力

を入れていきたいということで、重点施策と位置づけたということです。

議長 よろしいでしょうか。はい、原田委員お願いいたします。

(木村会長)

原田委員 先ほど隣の早矢仕委員と話したのは、やはり戦略的に取り組む重点事項と

して、この２行しかないということです。それで私が思うには、例えば岩手
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県の三陸沖の漁業をやっている女将さんたちが、今から１０年くらい前に山

に登り、山で雑木を植えた。なぜそういうことをするかというと、山が荒れ

てしまって濁流が出たり、海が汚れると、三陸沖のホタテなど貝類がダメに

なる。そのとき初めて知った訳です。そういうことがあって、やはり林業だ

けを一つじゃなくて、農業と林業、漁業というのを組み合わせてやって行く

ことが大事。今、私が得意とする農業の分野では、直売所が非常に盛んで

す。須賀川（岩瀬）の「はたけんぼ」というのは、１０数億という売り上げ

ですよ。それは、都会の消費者があそこに行けば、大手スーパーでは買えな

い新鮮な農産物が買えるという気持ちと、それからおじいさん、おばあさん

を中心とする野菜農家があそこに行けば、高く売れるという気持ちが一致し

ています。ところが林業というのは、４０、５０年育てたその木を伐って、

製材所に持って行って、大工さんが買って、材木になっていく、まどろっこ

しいのですね。そういう中で、戦略的にという表現があるから、そこでその

林業家は、農家とどう関わるか、消費者とどう関わるか。漁業の方とどう関

わるかなどを戦略的に考えなくてはいけない。だからこれしかないから、私

はもう少し付け加えて、具体的に書いた方がいいのではないかと、提案した

いと思います。あと、６次産業化についても、農家がいう６次産業と中小企

業がいう６次産業等いろいろとあります。そのあたりを少し具体的に書いた

方が良いのではないかと思いました。

議長 只今、全体の概要の部分を御説明いただいたのですけども、もう少し中身

(木村会長) についての、中間整理案についての説明を県の方からいただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。

森林計画 森林計画課から、今回の中間整理案の林業・木材産業に関する内容につい

課長 て御説明申し上げます。資料２の７５ページをお開き願います。中間整理案

(相馬課長) の第３節から林業・木材産業の振興という、大きなタイトルで書き込んでお

ります。まず、振興のめざすべき方向ということで下に枠で囲んでございま

すが、そちらを説明させていただきます。

「森林との共生」に基づく循環型社会の形成に向けて、林業・木材産業

が、将来、山村地域の主要産業として安定した林産物を供給する役割を担

い、森林所有者が収入を得られるよう再生していくため、適正な森林資源の

確保や間伐等の森林整備、それを実行するための担い手の育成・確保や林業

事業体等の経営基盤の強化等に努めるとともに、県産林産物の安定供給体制

の整備と需要の拡大、試験研究による技術の開発とその普及等により産地づ

くりを進めます。

このような大きなテーマのもとに、１番から６番まで書いておりますが、

要するに川上から川下への対策、またそれを支える担い手の確保・育成、あ

るいは新技術の開発と生産現場への移転、あるいは林業を取り巻く様々な関

係団体との連携、これをもって振興という構成になっております。では、そ
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れぞれの中身について、御説明申し上げます。

７７ページ、まず、森林資源の充実・確保ですが、施策の方向としまして

は、林業・木材産業の礎となる森林資源、これらを当然ながら将来にわたり

継続して確保していくための、地域の状況を踏まえた森林計画制度の推進や

伐採後の再造林の促進、あるいは今問題となっております森林境界、だんだ

んと高齢化して不在村化等も増えてきているといった中で、境界の明確化等

が必要であるということで、そのような支援を行っていきたいなどの施策の

方向。

それに対する具体的な取り組み、何をやるのかということになりますが、

それが２番目の施策の具体的な取組内容です。時間が限られてございますの

で、現状と課題につきましては、以前御説明申し上げましたので省略しま

す。

具体的な取組といたしましては、森林計画制度の推進ということで、地理

情報システム、特に森林ＧＩＳですが、これらを活用しまして、地域ごとの

森林整備の目標である地域森林計画の策定をしながら、適正な森林管理をし

ていきたい。

四角の２つ目としまして、森林資源の適正な管理でございますが、森林資

源がただあればいいというものではなく、健全な状態で確保しなければなら

ないということで、間伐をはじめとする森林整備を推進します。２つ目とい

たしましては、将来の森林資源確保をを図るために伐採した後の造林未済地

の発生を防ぐということで主伐後の再造林を促進します。

四角の３つ目ですが、優良種苗の供給体制の整備です。こちらについて

は、気象災害・松くい虫に強い樹木、花粉が少ないスギといったものを育種

推進しまして、このような苗の優良種苗の供給体制の整備をしていきたい。

以上、このような形で森林資源の充実・確保を図っていきたい、というこ

とです。

続いて次のページ、それらを受けて、林業生産基盤の整備となるわけです

が、まず、林内路網の整備ということで施策の方向ですが、森林の多面的機

能の持続的な発揮や木材の効率的な循環利用に対応するため、林道等の林内

路網の計画的な整備を推進します。

要するに作業を効率的にするのも、機械を使うのも、道路がなければなら

ない。伐採した木を出すにも道路がなければならない、基盤作りとしての林

内路網の整備です。

それに当たっての具体的な取組内容ですが、路網整備計画の１つ目、林道

の橋梁やトンネルなどのライフサイクルコストの低減を図るストックマネジ

メント活動を支援します。これは要するに、現在、橋梁やトンネルなど、こ

れらがいずれ施設の更新を迎えていくことになるわけですが、一挙に更新と

なると大変多額のお金がかかります。そこに行く前に、微調整で、少しずつ
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修繕していって、なるべく長く施設の更新を延ばしていこう、そのようなこ

とが、ストックマネジメント活動です。そのような考えで路網整備をやって

いきたい。当然上にも書いてありますけども、そのような木材生産の採算性

向上や効率的な森林施業が行えるよう、路網整備をやっていくということで

す。

四角の２つ目、路網の整備ですが、森林の機能区分や利用形態に応じた路

網整備を進めます。

四角の３つ目、情報の提供ですが、林道の位置情報をインターネットで配

信するなど、県民に応えた林道情報の提供に努めます。現在森林ＧＩＳとい

うことで、県民向けに「もりマップ」という形で提供をしており、その中で

も林道などは、情報として入っております。このように、さらに細かな情報

提供を図っていきたいということです。

続いて８１ページ、県産材の安定供給体制の整備です。出てきた材の安定

供給を図るためにはどうしたらいいかということですが、施策の方向としま

しては、素材の安定供給を図るため、路網と高性能林業機械を組み合わせた

低コストで効率的な素材生産、流通システムの構築と多様なニーズに計画的

かつ安定的に供給できる体制の確立を目指します。

その具体的な取組でございますが、四角の１つ目、ニーズに対応した素材

の安定供給体制整備です。素材生産コストの低減と安定供給を図るため、林

内路網の整備と併せて林業機械の導入を促進します。２つ目の後半部分から

書いてありますが、これまでの単木集材から、全木集材による山土場での用

途仕分けを行うなど、効率的な作業システムの構築を促進します。

四角の２つ目、木材産業構造の基盤強化ですが、まず集成材や人工乾燥材

等の安定供給に対応するため、品質・性能の確かな製材品の安定供給や間伐

材等の未利用材の有効活用に必要な加工施設等の整備を促進します。また、

２つ目の中ほどに書いてありますが、外材から国産材への原料転換や生産品

目の転換を促進します。それらを踏まえて、木材産業の基盤強化を図ってい

きたいと考えているところです。

次に８３ページ、そのようにして出てきたもの利用、①県産材の利用促進

です。施策の方向ですが、公共事業等での県産材の率先利用や県産材を活用

した住宅の建設を促進するとともに、木材利用の普及啓発を推進します。

この具体的な取組としましては、公共事業等での県産材の率先利用がまず

あげられるかと思いますが、県有施設の木造・木質化を推進するとともに、

市町村等が整備する施設の県産材利用を支援します。

四角の２つ目ですが、県産材を活用した住宅の建設促進です。その２つ目

ですが、県内各地域で活動する県産材を活用した家づくりグループ等の取り

組みを支援しまして、県産材住宅の普及拡大を進めます。

次、四角の３つ目ですが、木材利用の普及啓発の推進です。各種イベント
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や広報活動を通して、木材の持つ良さや県産材を利用することの意義に関す

る普及啓発を推進しますとともに、木材関係団体との連携の下、インターネ

ット等多様な手段を活用し、消費者が県産材に利用に関する情報を入手しや

すい環境作りを推進します。

四角の４つ目、県産材の加工・利用技術の開発の推進ですが、県産材が良

いと言っても、何を根拠にという難しいお話もいろいろ聞こえてきますの

で、試験研究機関によります、品質・性能の明確な県産材製品の加工・利用

技術、木質バイオマスの利用等に関する研究開発をさらに進めていきたい。

と考えているところです。

次に８５ページ、②特用林産物の振興です。施策の方向としまして、特用

林産物と言われておりますきのこや山菜などは、中山間地域における現金収

入で大きな経営の一つになっております。こういった経営の重要な産品の一

つであることから、産地化の推進とともに、生産者や生産量の増大を図るた

め、新規就農者などへの栽培指導、施設整備等を支援していきたい。

具体的な取組といたしましては、きのこ類の振興です。その３つ目です

が、競争力を高める、いわゆる全国競争になっておりますので、そういった

競争力を高めるための産地化などの生産者の組織化を通して、安定供給体制

づくりを支援していきたい。５つ目の中段以降ですが、オリジナル品種こう

いったものを、福島県なめこＮ１、Ｎ２、Ｎ３、Ｎ４といろいろなオリジナ

ル品種がある訳でございますが、こういったものを活用した原木栽培ナメコ

や既存種の原木マイタケ、こういったものの普及を図っていきたい。

次、四角の２つ目、桐、木炭、山菜等の振興です。桐材は全国１位の生産

量を誇っている訳ですが、そのような桐、うるし等の特用樹については高品

質な国産原材料確保のため、伝統工芸品製造などの関係者との連携を図りな

がら資源維持に努めます。３つ目、遊休農地等を活用したわらび園の整備や

森林整備後の林床を活用した山菜の栽培などを促進します。右の写真もあり

ますが、このような林床の下で山菜の栽培を行っております。このようなも

のの振興を図っていきたいということです。

次に８７ページ、今まで申し上げました、林業・木材産業を支える担い手

の確保・育成です。施策の方向ですが、森林整備を担う林業就業者は、年々

減少しており、今後必要な森林整備と需要に応じた素材生産への体制作りが

急務となっております。林業就業者の確保・育成を図るとともに、機械化に

よる生産コストの低減や施業の集約化等を推進していきたい。

その具体的な取組としまして、林業就業者の確保・育成ですが、まずなん

といっても林業が魅力ある職場となるよう、労働負荷の軽減や福利厚生の充

実などを図っていきたい。林業は３Ｋ、きつい、汚い、危険という業態だと

いわれておりますが、そのようなことのない、少しでも脱皮して、新規就労

者が取り組みやすい、入りやすい職場環境を作っていきたい。ということで



- 12 -

す。また２つ目、新規就労者を対象としました研修、就業者のいろいろな経

験、技能に応じた技術の継承と定着化を推進します。

２つ目の四角ですが、森林組合等の林業事業体の経営基盤強化です。基本

的に事業体として、森林組合中心となって動いている訳ですが、計画的な経

営改善など行いながら、経営基盤の強化を支援していきたいと考えていま

す。

四角の３つ目、林業後継者等の育成ですが、２つ目、林業後継者や林業研

究グループの育成を図るため、指導林家や林業普及指導協力員との連携によ

る研究会や講習会を経て、いろんな林業に関する技術や知識の普及と定着を

推進します。

次のページ四角４つ目、労働安全衛生対策の推進です。先ほど、きつい・

汚い・危険と申しました、危険の方です。林業労働災害は、非常に一般建設

業に比べて高い危険度を示しておりますが、少しでもそのような危険性を低

下させるためにも、作業現場への巡回指導、あるいは、リスクアセスメント

の推進、そのようなものを踏まえまして、労働安全の確保と意識の高揚を図

っていきたいということです。

次、８９ページ、新技術開発と生産現場への移転です。施策の方向です

が、県民の要請は、林業・木材産業の振興、地球温暖化対策、森林環境保

全、いろいろ多種多様に渡っております。このような社会情勢の変化に対応

した新たな研究が求められておりますので、そのようなものに対する研究等

を行いたい。

具体的な取組としましては、下の四角の中で、林業技術の開発とあります

が、本県に適した優良な品種・系統の苗木の育成、あるいはマツクイムシに

強い、マツノザイセンチュウ抵抗性苗の育成、あるいは花粉の少ないスギ苗

の育成などの研究開発を推進していきたい。あと一番下、ナメコ・シメジ等

の優良種菌の開発、安全生産技術の開発、またオリジナル品種の研究開発を

進めていきたい。

２つ目の四角、林業技術の普及・定着ですが、現在各農林事務所に林業普

及指導員がおります、そのような普及員による、林業技術の改善、林業経営

の合理化等を推進していきたい。

次、９１ページ、林業関係団体との連携です。当然我々県だけでなく、林

業を取り巻く様々な団体等がございます。そのような方々との連携をどのよ

うにとっていくかということです。

具体的な取り組みですが、まず１つ目の四角、森林組合系統組織です。２

つ目に書いておりますように、森林組合そのものは、森林所有者の共同組織

であるということで、当然森林所有者を一番わかっているのは森林組合です

ので、そのような方々との連携を図っていきたいということです。

２つ目の四角、流域林業活性化センターですが、流域における、民有林と
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国有林、川上から川下までの連携を図る組織として、作られておりまして、

関係者としては流域における市町村、林業関係団体このような方々から構成

されております。このようなセンターとの連携です。

３つ目として、林業協会（林業労働力確保支援センター）ですが、林業協

会の内部に、林業労働力確保支援センターがございまして、林業労働力確保

対策を総合的に推進する中核機関です。そのような労働対策としての、林業

協会との連携です。

４つ目のきのこ振興センターですが、きのこ類の栽培指導、産地化を推進

する中核機関としてございます。このような特用林産物の特に野生きのこ等

いろいろございますが、そのようなものへ対してのきのこ振興センターとの

連携です。

５つ目の林業公社ですが、森林整備を通して森林の持つ多面的な機能の維

持を図るということで、現在林業公社15,000haほどの県内分収林計画を結ん

で整備しておりますが、そのような大きな面積を持っている林業公社との連

携です。

次に、林材業労災防止協会県支部ですが、林業と木材製造業の事業者によ

る組織ということで、労災防止の観点からこのような協会との連携です。

次に木材共同組合連合会ですが、県内２８地区の木材共同組合の連合会組

織として本県木材団体指導の中核的な位置づけでございます。そのような連

合会との連携です。

このように林業を取り巻く様々な諸団体と連携しながら、林業施策を進め

ていきたい、と考えております。第３節につきましては以上でありまして、

水産業のページを飛びまして、１１９ページをお開きいただきます。

第５節は、安全・安心な農林水産物の提供となっておりますが、食の安

全、中国産地の偽装問題などいろいろあった訳ですが、そういった農業の部

分、林業の部分、いろいろ分かれております。林業の部分として、１１９ペ

ージ、安全・安心な県産材の確保の項目を設けております。施策の方向です

が、木材製品に対する社会的ニーズの変化に対応していくため、品質性能等

が担保された県産木材製品の安定供給を図ります。

具体的な取り組み内容としましては、下の四角の規格・等級が保証された

県産材の供給ということです。中段以降に、規格・等級が適正に保証された

ＪＡＳ製品や県産ブランド材「とってお木」の供給を促進をしていきたい。

２つ目、乾燥材の安定供給ですが、乾燥材の供給能力を一層向上させるた

めの、人工乾燥施設の整備を支援していきたい。

３つ目としまして、品質性能等に関する情報表示です。中段以降ですが、

品質性能が明確な木材製品の生産促進とあわせ、品質性能や生産履歴にかか

る情報表示などを促進していきたい。

次に１２３ページをお開き願います。第６節、先ほど農林企画課長からも
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農業の有機米など色々な話がありましたが、林業部門、自然環境との共生の

中での上から４行目、また、地球温暖化の防止に向けて、森林・農地・藻場

を県民共有の地域資源と捉え、県民の理解と参画を得て、適切に管理すると

ともに、森林の持つ多面的機能を十分に発揮するため、森林整備や木質バイ

オマスの利用促進、林地の適正管理などの取り組みを促進します。というこ

とで、２番目の地球温暖化対策、３番目の②の森林の有する多面的機能の維

持増進、４番目の県民参加の森林づくりなどを進めていきたいといった、大

きな進め方となっております。

１２７ページをお開きいただきたいと思います。林業部門としては、地球

温暖化への対策です。先ほど少し申し上げましたが、地球温暖化の防止に向

けて、森林による二酸化炭素吸収能力の向上や農林水産業から排出される温

室効果ガスの排出量の抑制を図るとともに、気象変動の影響を受けにくい安

定した生産技術の確立を目指します。皆さんもすでに御承知のとおり、京都

議定書２０１２年度までに、１９９０年に比較しまして、６％温室効果ガス

を削減する中で、３．８％を森林が吸収し、約１千３百万炭素トンを吸収す

るということになっております。そのようなことで京都議定書、我が国にお

ける温暖化対策の中で森林の占める位置というのは非常に大きいものがあり

ます。そのようなものを受けた、福島県の取り組みでございます。

施策の具体的な取組内容ですが、森林吸収量確保推進計画の推進です。先

ほど申し上げましたように、京都議定書に基づく取り組みの中で、福島県

は、「福島県森林吸収量確保推進計画」というものを立てまして、森林によ

る二酸化炭素の吸収を確保するとしております。

２つ目として、木質バイオマスの安定供給と利用促進です。今後増大が見

込まれます、木質バイオマスの需要に応じた安定供給、あるいは利用促進を

図っていこうとするものです。

３つ目、農林水産業から排出される温室効果ガスの削減は、モデルハウス

等そのようなものがありますので、３つ目あるいは４つ目は省略させていた

だきます。

１２９ページ、生産活動を通じた多面的機能の発揮とやすらぎ空間の整備

です。こちらは、農林漁業、農山・漁村まとめた記載をしております。特に

林業部門については、１３１ページを御覧いただきたいと思います。その中

で、森林の有する多面的機能の維持・増進となっております。施策の方向と

しまして、森林が持つ多面的機能を高度に発揮させるため、森林の機能区分

に応じた森林施業や多様な森林整備を進めるとともに、公益的機能の高い森

林については、保安林に指定し、その機能増進のための整備を図ります。と

いうことで、具体的な取り組みとしましては、多様な森林整備の推進という

ことで、「水土保全林」、「森林と人との共生林」、「資源の循環利用

林」、このような３つの利用形態に分けまして、それぞれにあった長伐期施
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業への転換、針広昆交林への誘導、広葉樹林の整備等、多様な森林施業を進

めていきたい、と考えているところです。

二つ目、保安林の整備の推進ですが、水源かん養や土砂災害の防止等、森

林が持つ、そのような公益的機能が十分に発揮が出来るような形で、計画的

に保安林に進めていきたい。

３つ目としまして、公的な森林の整備の推進ですが、市町村、財産区、林

業公社等との連携を図りながら、公的な機関による造林、森林の施業を図っ

ていきたい。

４つ目の適正な森林の管理ですが、その管理をするにあたっては、森林保

全巡視員がおりますが、そのような方々の活動を継続的に進めながら、森林

の適正な管理を推進していきたい、ということです。

最後の県民参画による森林環境の継承ですが、森林を健全な状態で次世代

に引き継ぐためには、県民一人一人が参画する森林づくりに取り組みたい、

と考えているところです。

１３３ページ、県民参加の森林づくりです。森林や林業の重要性を広く県

民が理解し、子どもからお年寄りまで幅広い年齢層が森林づくりなど緑を守

り育てる活動に積極的に関わるように、森林を県民全体で支える意識の醸成

を推進します。

１つ目の具体的な取組内容ですが、森林づくり意識醸成活動の推進です。

これらを推進するための、森林整備ボランティア活動、緑の少年団活動等を

通じて、森林・林業の必要性、重要性の理解を深める普及啓発活動をやって

いきたい、というのが１つ。また最近企業等が、ＣＳＲ活動としまして、そ

のような森林づくりを行いたいという要望がかなり強くなっております。そ

のような森林作りを行う企業団体等の支援をしていきたい。

２つ目の森林ボランティア活動の支援ですが、森林ボランティアをやりた

いという団体の方々の情報収集・相談窓口として、森林ボランティアサポー

トセンターを県民の森に設置しておりますが、そのようなボランティアサポ

ートセンターの活用を図りながら、森林ボランティア団体の活動を支援して

いきたい。

３つ目の緑化運動の推進ですが、現在社団法人福島県緑化推進委員会とい

う団体が、「緑の募金」等を進めておりますが、そのような緑化推進委員会

と緊密な連携のもとに、森林の整備や公共施設の緑化など、そのようなもの

を進めていきたい。

４つ目の緑化技術の普及推進ですが、各種研修会や講習会等、ＰＲを進め

ていきたい、ということです。

あと、説明が少し抜けたところがございまして、１７ページをお開き願い

ます。

快適で安全な農山漁村づくり、要するに、今まで業としての部分、森林の資
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源としての部分、ということで説明させていただいたところですが、もう１

つ、災害に強い農山漁村づくりというものがございます。その中で、地球温

暖化の中で、強い雨、豪雨などが降っている訳ですが、そのような多発する

自然災害から農地・森林等を守るための施設整備を行うことによりまして、

農林業の生産の維持や経営の安定化を図るとともに、県土の保全、県民の生

命・財産等を守っていきたい。ということが施策方向になっております。

そのための、具体的な取り組みですが、丸の２つ目に、地すべりなどが起

きた場合、慨成している区域では、既設の地すべり防止施設の状況や機能の

実態を把握して、定期的な維持管理を行い、県民の安全を図っていきたい。

３つ目に、緊急性、優先度を考慮した地区を選定し、計画的な治山施設の整

備を推進し、山地災害の発生を防止していきたい。

２つ目の四角、防災意識の醸成ですが、県内の山地災害危険地区、約５千

カ所以上危険地区がある訳ですが、そのような情報を広く県民に提供しなが

ら、地域において防災意識を向上させるための座談会の開催、あるいは地域

住民の防災意識の醸成に努めていきたい。また、山地災害の情報収集を図る

ため、森林土木事業を経験されている方々を対象に「山地防災ヘルパー」等

の認定を行いながら、色々な情報の収集を図っていきたい、ということで

す。

また３つ目、高潮・波浪災害からの防護ですが、海岸線にあります保安

林、そのようなものを守るための色々な海岸の施設、消波ブロック等の整備

を推進していきたい、ということです。

次に１９ページ、豊かな緑の保全・保護です。

安全で豊かな県土を形成するため、農山漁村の重要な資源である森林の保

全・保護に向けた森林病害虫等の被害対策及び林野火災の予防を推進しま

す、ということです。本県に松くい虫が入って、３０年以上経つ訳ですが、

そのようなものの対策等です。

具体的な取り組みですが、まず森林病害虫等の被害対策です。松くい虫を

はじめとする森林病害虫等の被害対策については、関係市町村と連携を取り

ながら、伐倒駆除等の森林整備をやっていきたいということです。松くい虫

と書いてありますが、現在、会津地方で蔓延しております、カシノナガキク

イムシなども含まれていくことになるかと思います。

２つ目の四角、林野火災の予防ですが、ひとたび山林火災が発生しますと

いろいろな施設、一挙に財産も失いますし、またその焼け跡から土砂が流出

するなど災害の発生も危惧されると思います。そのような意味で林野火災、

非常に怖いものがあります。そのようなものを防ぐための、山火事防止パレ

ード、あるいはテレビ・ラジオ等による広報などもやっておりますが、万

一、林野火災等発生した場合そのような損失を補てんし、早期復旧を図るた

めの森林国営保険への加入促進などを行っていきたい、ということです。こ

のように、快適で安全な農山村づくりを行っていきたいということです。
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話が前後して、大変申し訳ございませんでした。以上で、私の方から、中

間整理案の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。

議長 はい、ありがとうございました。只今、中間整理案の森林・林業関係に関

(木村会長) して、説明いただきました。以上の説明に関しまして、御質問等ありました

らお願いいたします。

山本美穂委 御説明ありがとうございました。少し教えていただきたいのですが、７８

員 ページの森林認証制度と、それから１１７ページくらいに述べられている、

県産材のトレーサビリティとの関係、このあたりがおそらく繋がっていくの

ではないのかと思うのですが、もう一歩こう具体像が見えないかなと思って

質問する訳ですけども、例えば、戦略的にはどの森を、県営林をとか公社関

係の林をとか、そのような具体的な戦略めいたものがあるのかということ

と、あともう１つは、９２ページに様々な関連団体の連携が挙げてあるので

すが、森林を実際に伐っている素材生産事業体との連携というか、そのあた

りの把握というのは、県ではどのような姿勢を取られるつもりなのか、教え

ていただきたいと思います。

宮崎県では素材生産事業体というものを非常に重視して、この人たちがも

っと市民権を得られるように、前向きに支援しています。そして彼ら自身が

情報を発信し始めたという例が見られるのですが、この２つ、教えていただ

きたいと思います。

林業振興課 まず森林認証につきましては、既存の仕組みで、ＳＧＥＣ、ＦＳＣ等があ

長 ります。これは山の経営の部分、そこから生産される木材の部分の認証を行

(宍戸課長) っている制度・仕組みです。山の経営の部分については、基本的にはこのよ

うな、持続的な森林管理が出来るような仕組みをベースに動かしていくこと

になるかと思います。さらに森林施業計画等のような制度がありますので、

併せて考えていくことになると思います。さらに、山から木が伐り出された

部分につきましては、現在でもＪＡＳ制度や県独自のブランド認証等がござ

いますが、残念ながら各団体で、いわゆる輪切りの状態で、認証等を行って

いるような状態で、極端なことを言いますと、所有者のクレームに対して、

誰が責任を負うのかという部分が少し曖昧になっているという考えも持って

おります。そこで９２ページの、施策展開のイメージを御覧いただきたいの

ですが、絵柄の真ん中に仮称ということで、福島県素材流通機構（任意団

体）と書いてございます。これは１０月２２日に、素材流通機構として実際

に立ち上がりました。私どもとしては、この素材流通機構に素材生産事業体

と森林組合、チップを生産されている方、それぞれ木材に関わる、ほとんど

全ての方を、この組織の中に取り込んで、一元的に供給に対しての管理をし

ていきたい、というように考えております。素材生産事業者は条例に基づ

き、２５０～２６０社登録しておりますが、なかなか一本化した組織化が難
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しいというような状態です。このような新しい組織で、一人親方を含めた受

け皿としていきたいと考えております。さらにその機能として、大規模需要

に対する安定供給の窓口となる他、トレーサビリティを含めた、認証関係に

ついても、山元から製材工場まで一元的にメンバーとして入っておりますの

で、お客様のクレームに対して尻ぬぐいをするという状態にはならないよう

な、一元的管理が出来ればと考えています。例えば、最低でも合法性の問

題、その上の段階での間伐材証明の動きへの対応、さらにそのステップが上

がりますと、性能品質の保証に関して、ＪＡＳ制度の管理、さらに頂点にい

けば、福島県産のブランド材の管理、こういう品質管理についても一元的に

管理出来るよう進めていきたいと思います。さらにもう一つの機能として、

自分たちの生活の場である森林について、伐採だけでなく、植栽し、森林を

造成するというような考え方も、山を利用する者としてもう一度、この組織

の中で見直していただければと思っています。全体としてこのような仕組み

があれば、それぞれ課題になる部分を解決出来る、有効なツールとなると考

えているところです。

議長 ありがとうございました。よろしいでしょうか。

(木村会長)

岡部委員 新しい、木材あるいはその分野の農林業の再生といいますか、このような

ものが出てきたのですが、今まで各先輩方がですね、色々な計画を作られ

て、そしてこのように実行されてきたと思うのですが、その総括というの

は、どのように効いているのか、いわゆる反省のもとに出て行かないとまた

５年、また１０年とそのような形で、同じものの繰り返しだろうというよう

な私の考えで、農業でも林業でもこんなに低迷しているというのは、何が本

当に原因なんだろうかと。私、若いときには素晴らしい夢を持ってやってき

たのですが、県などからおいでになる方々は必ず、来るべき林業・木材産業

の華やかな時代をですね、そういう夢を見てまたがんばってくださいよ、と

いうお話をいつもされたのですが、一向にそのように改善されていかない。

やはり木材の造り方か、あるいは売り方がまずいのか、或いは工務店等が外

材だけで持ってこい、いわゆる製材所側をいじめてきているのか、リーマン

ショック等そのようなものでやられているのか、その原因というものをやは

りしっかりと総括をして、その上に立って、新しい計画を作る。もちろんそ

のような総括をしていると思うのですが、具体的にどのような原因でこんな

に落ち込んできているのか、この原因を皆さんはどのようにお考えになって

いるのか、それを１つお聞かせをいただきたいなと考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。

議長 はい、ではお願いいたします。

(木村会長)
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林業振興課 大変重い話なのですが、森林・林業に対する基本認識としては、まず時

長 代、時代によって、山の使われ方というのは、その時のニーズに応じてきた

(宍戸課長) のだろうと思っております。例えば、薪炭エネルギーやパルプ、紙の原料と

して使われて来た時代があった。さらに建築用材として、需要が見込まれる

ということで、昭和４０年代から５０年代にかけて、大量に造林がなされ

た。それが利用できる大きさまで育っているというのが、現時点だと思いま

す。今回の新しい計画の中では、林業再生というイメージを持って取り組ま

せていただこうと思っております。再生というためには、一体何が必要なの

だろうかということになるわけですが、基本的に造られている３７万haの人

工林は、建築用材を供給するために育てられてきた、といって過言ではない

と思います。ただ全体の建築の着工数等の動向をみますと、全国では１２０

万戸ありましたのが、８０万戸程度になるのではないか、本県では、１万２

千戸が８千戸程度になるのではないかというような長期的な見通しがありま

す。そうしますと、建築用材だけを主力として今後も続けていくということ

になれば、需要が右肩下がりのものに対して、頼っていくということになっ

てしまいます。とりまく状況を見ますと、最近木質バイオマス、特に燃料用

の需要が非常に大きいということが判ってきており、数年で相当量が動くよ

うになるだろうというように認識しております。今までの木材の利用状況を

みますと、建築用材を主体とするために伐採をしてきたために、利用される

率合というのは、倒した木の約２割程度、残り８割は捨ててきているという

状況です。この残りの８割を何とかバイオマス等の需要に仕向けたいという

ことで、利用のため伐採する行為自体は変わりませんから、全てを利用する

ということで、何とかもう少し収益性の改善が出来るのではないかというよ

うに考えています。先ほどの９２ページのイメージ図は組織体制の部分での

仕組み作りをして、何とか大口需要に応えていきたいという考えであり、ハ

ードの整備につきましては、高性能林業機械の導入や作業道の整備等、生産

コストを下げるためのインフラの整備を県として支援したいと考えていると

ころです。この２つを組み合わせて、生産コストを下げながら、大口需要に

応えるということで山元に、もう少しお金が入っていく仕組みが出来るので

はないかと考えています。それを契機に山作りに労力が向けられるよう、そ

の端緒になるようこの５年間でやり遂げていきたいと考えているところで

す。

議長 ありがとうございます。

(木村会長)

岡部委員 分かりましたが、それでは過去にいろいろと計画したものが、どのように

活きてきているのか、その辺を特にお聞かせいただきたいのと、やはり担い

手の育成ということで、私も７７歳になるのですが、一番若いときから、ず

っと「担い手育成」、「担い手育成」というそんな言葉だけを頂戴してきた
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ような感じがします。私一番最初はこのように考えていました。木材や何か

を売るときに、やはり良いものとか、あるいは径級の揃ったものとか、色合

いであるとか、消費者の皆さんが良かったなと言われるような、そのような

木材を造っていくというのが、目的だったのですが、今は枝打ちをしたりし

ても、結局一緒くたに同じ値段に仕切られていくものですから、私ら生産者

としては、１本、１本やっぱり手で、木を触りながら、子どもや何かを育て

るように大事に育ててきた訳ですね。それが高性能機械でバタバタ倒して伐

るようになってきたものですから、良いものが出来なくなってきている。む

しろ、どんなものだって、太くなれば良いんじゃないかというような考え方

が、多くなってきているということで、やはりまた、もう１回戻って、良い

ものを造る、消費者が喜ぶようなものを造る、そのようなことで、我々も潤

っていけると形には、なっていかないのでしょうか。そのあたりで、過去の

計画などを見直していただく、あるいは総括をしていく、是非また進めてい

ただきたいなと考えております。

議長 今回の計画が今までと違うところ、今まで見たものとあまり変わっていな

(木村会長) いところ等がどうしてもあると思うので、その辺に関してお願いします。

農林水産部 岡部委員の方から、お話をいただきました。今までの県の施策の総括的な

次長 ものはどうだったのだろうか、というお話でした。確かに先ほど林業振興課

(飯束次長) 長の話がありましたけれども、今までの県の林業行政の流れといいますの

は、森林をまず造っていこうということに大きな主眼が置かれておりまし

た。活用の部分につきましては、そのような計画を作っている中で、木造住

宅への材料供給ということを念頭に置いて、まさにある程度の密度を持って

植えて、それに枝打ちなどを加えながら、なるべく節のないものを造ってい

きたいということで動いてきたわけですけれども、昭和５０年代にかなり木

材価格が上がって、そのときをピークにしてその後下がってきております。

外材との関係の部分もございまして、当時は外材が安くて、国産材は高いか

ら外材を使っていた部分がございますが、今になりますと、国産材が安くて

も実は外材が使われるというような状況になってございます。これは御承知

のように品質の問題、量的な問題、ロットの問題ですね、そのようなものも

ございまして、後は乾燥の問題であるとかそのような部分が拍車をかけてい

ると思っております。そういうことで山から、間伐の時期になって間伐をし

ても売れないということで、そのまま間伐されずにきている山がかなり多く

なっております。そのような意味からいいますと、私どもの今まで持ってき

ております基本にありました、良質材生産の方向性が、これが今の住宅事情

には合わない状態になっているのが確かに実態ではございます。ただそのよ

うなことがありましても、やはり量的なものそれから質的なものは、これか

らも求められていくのであろうとは思っております。１つの方向性といたし

ましては、８３ページの方にちょっと入れているのですが、２８行のところ



- 21 -

に「県産材を活用した家づくりグループの取り組みを支援する」というよう

なことで、やはり地域の材を地域で使っていただくためには、地域の大工工

務店、設計屋さん達がやらないとだめですね、どうしても大手ディベロッパ

ーとかホームビルダーがやりますと、コストの安い、そして性能的にはかな

り品質が保証されたものが使用されると思います。そのような意味では、な

るべく我々の足下から需要喚起していかなければならないだろうと思ってお

ります。先ほど話にありましたが、まさにどのようにして活用していくのか

と、今まで住宅資材を主にやってきたものから、少しでも所有者の方に収益

が戻すことが出来るような仕組み作りを何とかやっていきたい。せっかくの

資源を、山に捨てるのではなくて、少しでもお金に変えようと、ただ今検討

しているところです。そういう意味では、現在の住宅産業の構造が変わらな

ければ、たぶん木材価格も急激に伸びるということは想定できないだろうと

考えておりまして、なるべく何でも使おうという方向で、少しでも所有者の

方に還元出来るような体制作りをしていきたいと現在考えているところで

す。

議長 はい、ありがとうございました。斎藤委員お願いします。

(木村会長)

斎藤委員 建築に使われる材料が、地域材をたくさん使って出来るだけ木材産業の方

とか、その間に入っている人たちが潤えば本当に良いなと思っているのです

けども。ついこの間、私の知り合いの郡山の設計者が建てた家を見てきたの

ですが、そのときの感想等がちょうどタイムリーだと思うので、お話したい

と思います。その家は本当に杉をたくさん使ってました。優しい色をした暖

かみのある杉で、とても素敵であかぬけたお家です。郡山でも大きな施工業

者なので、これは「県産材ですか」と聞きましたら、「違う」と。「県産材

は使えない」と。「色が少し汚くて、使えないんだ」ということで、その会

社では、その現場に使ったのは宮城県産材で、宮城県で乾燥・加工したもの

で、あと栃木県産のどちらかを使っていると。本当は県産材を使いたいのだ

けれども、県産材の杉「とってお木」、郡山産の杉「ときめ木」を私なども

使うのですが、杉というお客さんのイメージはやはり、私が見てきた、その

現場のイメージどおりに淡くきれいで、匂いまで杉の優しい香りがしてとい

うことなのですが、どちらかというと赤みがぐっと出てきたり、色にばらつ

きがあって、見た目も良い部分と悪い部分があったり、ちょっと安定しない

のが、私たちも「地域材だからしょうがないか」お客さんも、「え、こんな

色になっちゃうの」というのを「まあしょうがないよね」というように使っ

てたのですが、私が見てきた現場は、全体に淡い色で、本当に素敵な色なの

ですが、その施工業者に聞いてみましたら、「乾燥を少し低温でじっくり時

間をかけてやります」。あとは「木の１本をまるごとうまく使えるように向

こうの会社は全部提案してくれるので、うちの方としても品質が良く、丸ご
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と使える無駄がない使い方が出来るので、とっても楽とはいいませんが、出

来ればそっちの方を使いたいと思って使ってます」、ということだったので

すね。この中では、乾燥とかいろいろ技術的な面もあげているとは思うので

すけども、やっぱり他の県との競争になりますよね。せっかく福島のこの地

で木造の住宅を建てて、やっぱり地域のものを使って貰いたいのですが、そ

の辺の技術というか、単に技術を本当に具体的に、実行させて他の県とも競

争しても勝てるような、使って貰えるような、そういうような技術というも

のを是非上げていくような、そういうような方法が、必要じゃないかと思い

ます。現実の「とってお木」、「ときめ木」の色を見ているものですから、

全然何か別物のように、そういうものを使いたがる人はやはり３０代くらい

の住宅をこれから建てていこうという人なので、これから住宅というのは数

多くはならないとは思うのですが、出来るだけ県産材を使って貰う、具体的

な方法をきっちり盛り込んでいかないと、なかなか競争に勝っていかないの

かなと、そんな感じがします。

議長 はい、ありがとうございました。矢吹委員お願いいたします。

(木村会長)

矢吹委員 先ほど岡部委員からいろいろとお話がありましたが、岡部委員の思いが、

ここに反映されていない部分があるのではないかと思います。まず５ページ

の林業・木材産業の振興というところを見れば、今まで本当に汗をかいて山

に木を植えて手入れをしてきた人たちの姿が、ここの中に反映されていな

い、或いはそういう人たちはもういらないのではないかというような書き方

があると感じられます。それからそれが８７ページに林業後継者等の育成と

なっている訳ですが、ここにもいわゆる林家、林業者という、従来一生懸命

汗をかいていた、そういう役割を担っていた人を、同じように後継者はいら

ないのかという、農林業振興計画なるものが樹てられるとすれば、農林業複

合系というのは当然あるべき姿だと思います。そのような思いがそこに入っ

ていない書き方ではないかと感じているところです。後継者、確かに意識の

醸成だとかあるけれど、実際手をかけて育てる人を後継者というのですね。

そのいわゆる林家、そういう人をこれから育てる必要はないのかという、そ

のような部分も検証・検討していただきたいと思っております。

それから９ページですが、斎藤委員、飯束次長の方からも話があったので

すが、絆作りという部分で、相当の住宅関係とのコラボをするとすれば、い

わゆる消費者、エンドユーザーとコラボはするのは当たり前なのですが、い

ろいろな方と連携をして供給するという部分の書き込みがここにありませ

ん。木材をどう使うかということで、どうコラボレーションしていくのかと

いう思いを、是非書いていただきたいと思っております。

また、「魅力ある農山漁村の形成」というということは、その地域にある

資源をどう生かしていくのかということが、第一な訳ですけれど、ずっと見
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ていると、針葉樹林の話ばかりなのですね。広葉樹も含めた森林資源をどう

活かしていくのか、という部分も是非検討をしていただきたいと思います。

それから、「自然環境との共生」という部分でいろいろな書き込みがあり

ますが、生物多様性の確保の観点について、どう盛り込んでいくのか、とい

う部分がちょっと気にはなっております。最終的には、書き込むとすれば、

伐採するということは悪いことだという観点からの書き込みがなされる恐れ

を、私は危惧しているところです。伐採地も、生物多様性を確保するための

重要なファクターですので、書き込むときには、是非そのような部分につい

て、気をつけていただきたいと思います。生活環境部の方の所管なので書か

ないのかもしれませんが、庁内調整のときにそのような意見があるのではな

いかと感じるところです。

それから森林環境税のところです。１３１ページに、今やっておりますと

いうのは書いてありますが、我々としては、私としてはと言った方がいいの

かも知れませんが、森林環境税、是非第２期計画もやっていただきたいと考

えております。その結末を検討しているのかと思いますが、是非盛り込んで

いただきたいと思っております。

またもう一つ加えますと、優良苗木の確保という部分が書いてありますけ

れども、どこに始末するのかという部分ですが、コンテナ苗木等の新しい技

術の部分の書き込みはどうするのか、という部分について御検討いただきた

いと思います。よろしくお願いします。

議長 ありがとうございます。ではお願いいたします。

(木村会長)

森林計画 只今の御要望を受けまして、さらに精査した上で、書き込み・修正ござい

課長 ましたら直させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

(相馬課長)

議長 ありがとうございました。どうしてもという方がいらっしゃいましたら、

(木村会長) では、山本委員お願いします。

山本光子委 ８９ページの林業技術の開発の中で、きのこの取り組みというのがござい

員 ます。きのこ振興センターとの協力ということで、私のところも新たな就労

支援の開発や障害者の就労支援の開発ということで、きのこの取り組みを少

しやっておりまして、本年度は本格的に実験ということで、９０ページにご

ざいますきのこ菌種の培養とか、きのこの菌床伏せ込みの指導というのを県

南農林事務所さんの協力も得てやってきましたが、やはりこのような技術の

指導とか、生産性を上げていくための課題もたくさん今回は見えてきており

ます。福島県にはきのこ振興センターがありまして、日本でも唯一素晴らし

い施設を持っているので、きのこを福島県の県産品として充実させていくに
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も、身近なところでの指導者がいるので、新たな展開に持って行けるのでは

ないかと思っています。実際に林業をやってらっしゃる方達とか、それから

農業をやってらっしゃる方達でも、遊休農地などの活用が、このきのこの生

産というので出来たりとか、高齢者の収入源になるとか、いろいろな発展性

があると私も確信させていただいてます。ですから、このような技術に対す

る広報や指導、管理、生産したものの販売についての指導とか、また販売先

の販路をどのようにしたらいいのかというのを、今回大量に出来てしまって

販路をどうするかがとても大変だったものですから、このようなところを県

がもっと力を入れて、広報なりパターン的なものをもっといろいろ作ってい

ただいて、充実させていくと、里山再生の中で、きのこ作りは最高の手段に

なるのではと私は思っております。今回県の方からいろいろな提案をいただ

き、取り組ませていただいてすごく良い結果が出てるかと思ってますので、

そのようなことを、もっとたくさんの方への情報公開や技術の指導、林業関

係、農業関係の方達と連携を取れるような施策を作っていただければ、充実

するのではないかと思いますので、もう少し検討して作っていただければい

いかなと思います。よろしくお願いいたします。

議長 ありがとうございます。よろしいでしょうか、だいぶ長くなって時間が過

(木村会長) ぎてしまいましたが、若干休憩を入れたいと思います。

司会 それではここで休憩ということにさせていただきます。なお技監にはここ

(廣畑主幹) で所用のため退席させていただきますので御了承願います。よろしくお願い

いたします。

（ 休憩 ５分間 ）

議長 再開します。それでは続きまして、②主要指標について、説明願います。

(木村会長)

農林企画 それでは主要指標につきまして、御説明させていただきたいと思います。

課長 【資料３主要指標】、【資料４施策ごとの指標】、を御覧いただきたいと思

(髙梨課長) います。まず、資料４を先に御覧いただきたいと思います。新たな農林水産

業振興計画における施策ごとの指標（案）ということで記載してあります。

第４章第Ⅰ節魅力ある農山漁村の形成から始まりまして、Ⅱ農業の振興でそ

れぞれ施策分野という形になりまして、指標がそれぞれ記載してございま

す。それからⅢの林業・木材産業の振興、水産業の振興がありまして、安全

安心な農林水産物の提供、自然・環境との共生、１番後に水産の部分で追加

されておりまして、現在合わせますと７０の施策における指標ということ

で、今現在検討しているところです。この中から資料３を見ていただきます

と主要指標１から農業部門、森林・林業・木材産業部門、水産部門というこ
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とで、２３の主要指標ということで、先ほど申し上げた中から２３を取り出

しまして、これが新しい総合計画で設定を予定している主要指標となりま

す。資料３を御覧いただきますと、林業につきましては、主要指標としまし

て林業産出額ですけども、現状が平成１９年度１４１億円、目標といたしま

しては、１６５億円以上と１７％増の目標になっております。それから同じ

ように森林整備面積、新規就業者数、木材（素材）生産量、それから森林づ

くり意識醸成活動の参加者数の５つの主要指標が総合計画の中で、総合計画

に掲載されております。それぞれ番号がついておりますけれども、その算出

の根拠、考え方ということで２ページ以降にそれぞれ記載しております。今

回、森林審議会が最後になりますけれども、前段といたしまして、農業振興

審議会、水産業振興審議会を開催させていただきまして、それぞれこのよう

な指標を説明し、御了解をいただいているところです。例えば農業関連算出

額ということで、農・林・水という中の農の部分ですが、２７００億円以上

を生み出すというようなこと。あと林業の算出額、水産業では沿岸漁業算出

額、これを合わせますと概ね３０００億を目指すという計画になっておりま

す。簡単ですが以上です。

議長 はい、ありがとうございました。只今の御説明につきまして、各委員より

(木村会長) 御質問、御意見がありましたらお願いいたします。

農林企画 追加で申し訳ございません。資料３の方は目標値まで記載しております

課長 が、資料４の方につきましては、現状値しか記載しておりません。これにつ

(髙梨課長) きましては、次回の審議会までに目標値を記載いたしまして、御審議をいた

だきたいと考えております。

議長 はい、ありがとうございました。

(木村会長) 少し質問してよろしいですか。新規就業者数というのは以前御説明いただ

いたと思いますが、どのような数字になるのでしょうか。

林業振興課 新規就業者数につきましては、以前に平成２７年で２１００人必要だと説

長 明したかと思います。その毎年度の参入者数を割り振りいたしまして、毎年

(宍戸課長) ２５０人という数字になっています。

議長 考え方ですが、辞める方もいます。純増分なのですか？

(木村会長)

林業振興課 新規就業者の分です。

長

(宍戸課長)
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早矢仕委員 資料４の学校給食のことについてですが、主要指標の、学校給食における

地場産物活用割合３４.７％という数字があがっているのですが、福島県は農

業なども盛んですので、５０％など具体的に数字目標を上げるということは

もちろん可能ではと思いますが、その辺を少しお聞かせいただきたいです。

農林企画 只今の御発言は、資料４の２２番、学校給食における地場産物活用割合と

課長 いうことになります。現在、本県も学校給食の中における、いわゆる地産地

(髙梨課長) 消というような考え方になっておりますが、学校給食の場合ですと、どうし

ても統一な規格とか、年間を通じて一定量供給される必要があるということ

もありまして、現在のところではこのような割合になっており、資料３の１

１、総合計画に提出する資料では４０％以上の目標ということで、やはり年

間を通じて供給する必要があるとか、一定量、一定の品質、一定の規格そう

いったことがあり、なかなか難しい部分はあるのですが、そのような形で増

加させていきたいということであります。

議長 これは、カロリーベースですか。金額ベースですか。

(木村会長)

農林企画 これは量だと思います。全体を出しまして、その年間の割合、重量の％で

課長 す。

(髙梨課長)

早矢仕委員 説明ありがとうございます。併せてまたお聞きしたいのですが、目標指数

４０％と上がっているのですが、お答え出来る範囲で結構ですので、他県の

状況はどのようになっておりますでしょうか。

農林企画 すみません、そこまでは手元に持ってこなかったものですから。もし必要

課長 ならば、準備させていただきたいと思います。

(髙梨課長)

早矢仕委員 分かりました。私は学校給食に少し興味がありまして、気づいたことです

が、子どもというのはこれから体を形成していく上で１番大事な時期です。

確かに、育成していく上で良いものを食べさせてあげたい、というのは親心

です。良いものというのは、値段が高いものではなくて体に良いものといっ

て、目標にするべきではないのかなと私は思っております。また子ども時代

にきちんとした体を作るということは、大人になってからでも、体がきちん

と健康であればどんなことにでも耐えられるということがありますので、そ

のようなことも視野に入れていただいて数値を上げていただければと思いま

す。あと、福島県の場合、農業が結構盛んなのですけども、野菜などを作っ

ていく上で契約農家というのもこれから当然出てくるかとと思うのですが、
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例えば農家さんが学校給食の野菜を作るのは嫌だとか、注文が多くて等とい

う、そのような声は届いているのでしょうか。状況をお聞かせいただければ

と思います。

農林企画 ２つ目の方の契約という考え方ですが、確かにそのような考え方は聞いて

課長 おります。学校給食会という１つの組織を通して、大量、一定の規格のも

(髙梨課長) の、そのようなものを導入して、その部分で学校給食の給食費が一定の給食

費で、というようなことがありまして、地場産用については、先ほど申し上

げましたように、規格がなかなか統一出来ないとか、今まで機械でやってい

たものを手で処理しなければならないとか、そのようなことがありまして、

地元でも取り組みたいだけではなかなか敷居が高いという話を聞いておりま

す。一部の学校になるかと思いますが、農家の方々が、出来るだけ規格を揃

えるとか、そのような活動をしながら、学校給食に提供しているという事例

は聞いております。

議長 はい、ありがとうございました。原田委員お願いします。

(木村会長)

原田委員 矢吹委員に森林組合の状況について若干聞きたいと思います。８月末の現

地調査では県南地方を選んでいただき、感謝しております。これを契機にし

まして、西郷村の太陽の国で５、６人が水害で亡くなってからちょうど１０

年ということで、水害対策という大義名分もあり、村長も山に力を入れてお

ります。大きな村なので、３つの中学校と５つの小学校、それぞれに学校林

を持っているのですが、ちょうど私が中学生の頃に植えた木なのでおそらく

３０年程度になっていますが、ツルなどで荒れている。それで村長は、私の

意見を聞いて、とりあえず学校林から森林環境税を使って整備していくこと

になりました。それで誰がやるのかという話で、森林組合にそのような技術

者がいてやってくれると。最近放映したＮＨＫのクローズアップ現代などで

は、今失業者があふれており、最後には森林組合に行く。奈良県あたりのテ

レビを見ていたのですが、何十人かが集まった。そして１週間くらい研修し

たりしたのだけれども、やる気のある人は２人くらいしかいなくて採用はな

かった。そういう意味で、私たちが森林環境税を活用して、村長が音頭とっ

て、とりあえず荒れた山を手入れしていこうと。これは１番実行的だと思い

ます。そのような意味で、私たちが去年見学した田村森林組合のように、製

材工場を持っているしっかりした森林組合もありますが、森林組合の実際の

姿で、技術者の確保などはどうなっているかを、矢吹委員から聞きたいと思

いました。

矢吹委員 先ほども記述があったかとは思いますが、森林組合連合会は森林組合の指

導機関でもありまして、現在森林組合系統では、施業集約化という考え方に
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取り組んでおります。低コストで森林の施業をしていくためには、バラバラ

に所有している部分を団地化をして、皆一遍にやりましょうということで、

低コストな森林整備に取り組むことを指導をしているところです。あとはこ

こに書いてあるとおりに、低コストでやるためには作業道、高性能林業機械

等が必要だという部分。できる限り生産されたものを売っていくという考え

方の基に、それぞれいろいろな機会を設けながら、技術者の養成は図ってお

ります。頼むといっても、どれぐらいでやってくれるのか、どれくらいで売

ってくれるのか、という話になりますので、そのような評価もできるような

技術指導をしているというような状況です。いずれにしても、森林組合は、

森林所有者の協同組織だということがあって、森林組合法で営利を目的とし

てはならないという協同組合になっておりますので、森林組合員と組合との

信頼関係、ここでは絆という形で記載されておりますが、その絆をいかに醸

成していくかで、事業の推進を図るということで取り組んでおりますので、

西白河地方森林組合も、いろいろな機会で捉えて、研修に出てきていると思

いますので、是非御相談をお願いしたいと思います。

議長 中間整理案全体に関するお話でもいいのですけれども、質問・御意見等が

(木村会長) あれば。

斎藤委員 担い手育成のところで気になったところがありまして、その件についてで

す。林業に携わるというのは、大変だ、きつい、といろいろなイメージある

と思うのですが、環境の良いところで働けるとか、技術をきちんと覚えると

一生そのような仕事を続けていけるとか、いろいろなメリットはあると思う

のですが、なり手がなかなか無い。私、専門学校でも講師をしていて、生徒

を教えるのですが、就職が無い、ということが昨今。つい何年か前までは、

１００％就職を謳っていたのですが、今は本当に２割とか３割出来れば良い

方というくらいに低迷しています。それで思ったのが、この中にうまく組み

込まれるかどうかは分からないのですが、私、学校の生徒を連れて、相馬の

山を見に連れて行ったことがあります。８０歳の人たちが機械を動かして、

木を山から降ろしているところも見せました。うちの所に就職に来いと誘っ

てくれたのですけれども、就職したら一生そこの山でずっとこの仕事をする

のかなと思うとその子達は、決心が着かないという話だったのですが、私が

思うに、やっぱり林業の間口を広く、軽くするということで、とりあえず環

境の良いところで働ける、技術もきちんと覚えられる、これはちょっと失礼

な言い方かもしれないのですけども、もし他に職がないのでしたら、今は実

際、職を選んでいられないというのが現状なので、こういう職業もあるよ、

面白そうだなと、まずいろんな人を、若い子達が入りやすいように間口を広

げて貰って、そこで何年か技術を教えて貰ったならば、そこから先そこで面

白いなと思った子は、そのまま林業を続けていく。このままずっとここでと

いうよりも、他の方向に行きたいとか、ステップアップしたいとかそういう
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子達が出てきたらば、そっちが先ですね。何年か経ったならば、例えば頑張

ればここで幸せになるよとか、森林組合あたりに就職出来るよとか、関連す

るような他のところにも行けるよという方向性を示して、もう少し若い子達

が気軽にそこに就職出来る、そのような考え方というのを盛り込めないかな

と思いました。ここに就いたらずっと一生やらなくてはいけない、本当はそ

れが一番良いのかもしれませんが、今の子達はそんなに意志が強くなかった

りしますので、まずはこういう面白いこともあるのですが、何年かやったら

ばその他にステップアップして移行する、そのような道もあるんだと、その

ような方向も示せるようなことを担い手育成の中に盛り込めたら良いのかと

思うのですが、そんなことを私考えて、先ほど岡部委員と盛り上がって話し

ていたので、少し発言してみました。

議長 従事者というものの中身ですよね。

(木村会長)

遊佐委員 付け足しでいいですか。私も原田委員と同じ番組を見ました。研修に１０

数名参加して、最終的には１名か２名しか採用にならないのですよ。という

ことは、一生懸命やっても、それに懸けて来た人まで落ちるのですね。とい

うことは受け皿がないのかな、という気がしたのですけど。実際その研修を

受けても、まだ１週間か１０日くらいですから、実は駄目ですよね。それを

雇ってくれるところもないというのも現実じゃないかと。おそらく希望者と

受け皿とですごくギャップがあるのではないかなと私は結論をとったのです

が、きついやら何かで辞めるのではなくて、結局は本当に意欲を持って、そ

れこそ家族を置いてきて単身赴任して来ても、採用にならなかったいという

非常にがっかりな最後だったので。本県の場合は、このような研修をやって

担い手になりたいという方が出てきた場合に、本当に受け皿があるのかどう

かということを聞いておきたいと思いました。

林業振興 まず林業就業者の状況ですが、基本的に森林組合や素材生産をなさってい

課長 る会社組織等での採用ということになると思います。例えば森林組合とか素

(宍戸課長) 材生産をなさっている方が新規採用をなさるという形です。実際には過去毎

年１５０名程度の採用がありまして、２０年度は１５５名採用されておりま

す。本年度は今までに１３０名超える方がすでに採用されておりまして、こ

れまでの労働力の減少の現状から、受け皿としては是非労働力が欲しいが、

なり手がいないというミスマッチがあった、それが今こういう雇用情勢です

ので、林業でかなり採用されているという事実をみているのだと思います。

ですから、仕事はあります、人手は足りませんというのが基本の姿だと思っ

ております。ただ、今のような経済情勢・雇用情勢ではなくなったときに、

果たしてずっと勤めているのかという話になると、あの派遣のときと今とで

は給料差が５万円あるとか、こんなに体力的にきついとは思わなかったと
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か、なかなか将来設計が出来る給料設定ではないというようなお話は採用さ

れて働いている方々から聞いております。そのために受け皿である林業事業

体が、普通の一般の企業とある程度肩を並べる程度の、社会保障とか福利厚

生というものは不可欠ではないかと思います。さらに労働安全についてもや

はり危険な作業だということがありますので、そういう部分は機械などを使

えばもう少し安全を確保することが出来て、さらに生産性も上げて給与水準

も上がるのではないかと、こんな思いも持っているところでございます。そ

れから、間口を広げるということは非常に大事なことだと思います。インタ

ーンシップ等、お試しできるような仕組みは必要であると思いますので、中

に書き込むか施策でやるかは別にしまして、短期間でも自分に適正があるの

かどうかという判断が出来るような機会というのは是非設けていきたいと考

えています。

議長 はい、ありがとうございました。

(木村会長)

吉田委員 今まで、この２，３お話いただいたことに関連するのですが、ダイジェス

ト版の方、資料１の第５章、戦略的に取り組む重点施策に一度戻させていた

だきますが、ここの担い手育成ということで、６次産業があります。この２

つが今議論になったことに繋がるのではないかと思うのですが、担い手育成

ということでいうと、私は地域作りの関係で移住希望者と面談することが非

常に多いのですが、林業に特化してない、農業に特化してないということが

多いです。例えばパソコン関連の仕事をしていた人がその業界にすごく疲れ

てしまって、自然の中で仕事をしたいというときに、農業とか、林業とか特

化してないのですね。自然の中で仕事をしたい。そうしたときに、林業で受

け皿を作る、農業で受け皿を作るというよりも、農・林・水が一緒になるの

であれば、これを総合的に受け入れるシステムというか、農でもいいよ、水

産でもいいよ、林業でもいいよという形で育成する総合的な育成機関があっ

てもいいのかなと１つ思います。もう１つ６次産業ということも、農・林・

水というのが一緒になった第６次産業というものを経営することで担い手、

新規就業者が入りやすい、要するに職業は選択できる、林業に来れば山で木

を伐るしかないということではなくて、もしかしたらマニアックに何かすご

いパソコンの技術を持っている人が、６次産業の中でそういう手腕を発揮す

る場も出てくるかもしれない。そのような形で、とにかく若い人達の目を正

しく農・林・水、要するに中山間地に向けるということを、考える必要があ

るのではないかと考えています。

もう１つは、先ほど御説明いただきました、資料２の方の９２ページ、施

策の展開イメージということで図表を示していただきましたが、そこの中心

にあります、任意団体としての（仮）福島県素材流通機構ですね。任意団体

とありますけど、事業目的なのか、ＮＰＯ的な役割をするのか、少し御説明



- 31 -

をいただければと思います。

もう１つですが、今移住促進ということで、福島県もかなり力を入れてお

りますけども、実際にはその反面で農村計画の方では、集落移転ということ

もテーマになっているようです。要するに過疎地域を集落ごと移転させると

いうものあるようですし、実際に私の住んでいる１０世帯の集落ももうほと

んど限界状態という、全員が移動するしかないという状態を抱えながら活動

しています。集落が移転した場合、集落が自然崩壊してしまった場合、残さ

れた山林というのはどのように処理をしていかれる計画か、要するに３０年

間の指標で、うち５年というのがありますので、長期的なスパンで見たとき

に、今山里にいる人たちがいなくなった場合、どのように山林や農地などを

管理、管理は出来ないかもしれないのですけれど、対処されるつもりはある

のか少しお聞きしたいと思います。

補足なのですが、教えて欲しいのですが、県産材の杉が、先ほど赤みが多

いということで、うちも自分の地所にある杉を切り倒して、ログハウスにセ

ルフビルドしているのですけれども、杉の赤みというのもやけてくるとあま

りこう、白かったものとそれほど変わりがないような気がするのですけれど

も、赤みというのは最初だけがすごく気になるけれども、５年、１０年経つ

と意外と白かったものと大きな差はない気がするのですけれども、この辺の

ことは斎藤委員に教えていただきたいと思います。以上です。よろしくお願

いいたします。

議長 それでは、最後に、斎藤委員からお願いします。

(木村会長)

斎藤委員 時間が経つと、赤みも白みも同じような色になって、私は家具をそのよう

に作ったのが、だいたい同じような色になっているのですが、出来たときの

印象が全然違うので、お客さんに時間が経つまで我慢して下さい、というの

も言いにくい部分があります。

議長 ありがとうございました。

(木村会長)

林業振興 素材流通機構についてですが、現時点では立ち上がったばかりで、任意団

課長 体ということで動いております。今後、この機構を例えば協同組合にしてい

(宍戸課長) くのか、また違う組織にしていくのか、という点につきましては話し合いを

していただければと思っていますが、その持つ機能としては書かれているよ

うなことが可能となるよう是非検討していただきたいと考えております。

議長 ありがとうございました。

(木村会長)
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森林計画 集落移転に伴い、人がいなくなってしまった山村の山はどうするのか、と

課長 いう話でございます。集落移転という訳でもなく、現在、不在村地主、高齢

(相馬課長) 化して息子さんが都会に出る、あるいは近在の街場に出てしまって、都市部

の方で一緒に住もうということで出て行く。そのような中で山から離れる方

という不在村地主、福島県の平成２０年６月時点では、92,339haとうことで

把握してございます。これは県内民有林の約１６％で結構多いかと思います

が、全国ではだいたい２５％、それに比べるとまだ若干良い状況なのかなと

考えております。いずれにしても今後ますます、山村から人がいなくなって

きて、離れていく方が多くなってくるということは十分懸念されておりま

す。ではどうするのかということですが、基本的に私どもでも森林組合な

ど、そのような山を管理出来るような団体、そのような方々と長期受委託施

業を頼む、長期間契約して管理をおまかせするような形で進めていただくよ

うに、森林組合、あるいは我々と一緒になって森林所有者の方々にいろいろ

説明会をやらせていただいております。そのような中で管理していければと

思っております。基本的には若い方々にときどきでも自分の山に戻って、見

ていただいて、何らかの施業を、毎年、毎年でなくても、何年かに１回でも

戻って貰えれば良いのですが、できないとなればそのような形で管理・委託

させていただくのが１番良いかと考えております。

議長 はい、よろしいでしょうか。時間もだいぶ押しているのですが、少し飛ば

(木村会長) してしまったことがありまして、資料２の中間整理案と地方計画に関しての

説明を少し忘れていましたので、そちらの御説明をお願いします。

農林企画 それでは、概要版の方を御覧いただきたいと思います。１１ページになり

課長 ます。本来ですと中間整理案の中で説明する予定でしたが、若干時間押して

(髙梨課長) ますので、概要版を御覧いただきたいと思います。まず第６章、地方の振興

方向ということで、それぞれ７方部の振興方向なり、振興の計画ということ

で記載しております。今回の計画の成り立ちとしましては、地方の特色をま

ず述べます。その後現状と課題、振興の方向をまとめまして、その後に重点

的な取り組み内容等の中で書いてありますが、県北ですと、担い手の育成・

確保などから５つほど丸が付いておりますけれども、これが重点的に取組む

内容、地方ごとの主要指標ということになっております。これは恐縮です

が、中間整理案の１３９ページ以降に記載しております。ちなみに１３９ペ

ージを御覧いただきますと、第１節に県北地方がございます。１番最初にく

だもの王国の発展と環境と共生する農林業を育む里づくりということで、こ

れは地方の振興にあたってのテーマという位置づけで記載したものです。も

う１つ、概要版の方を御覧いただきますと、県北地方がありまして、右側に

２番として県中地方、食の絆で地域と共に発展する県中地方の農林業という

ことで、それぞれ県中地方ですと、農・林・水ということで、水の方もあり

ますので、そのような振興の方向等も記載した内容になっております。それ
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から県南、当然ここは林もございます。それから４番目といたしまして、会

津地方、１５１ページからになります。地域経済をリードする攻めの農林水

産業の展開、ということで重点的な取組内容につきましては１５３ページに

ありまして、１地域資源を生かした新たな仕組みづくり、それから、２地域

の特色を活かした攻めの農林水産業の展開、３守り育てる水田農業と安全・

安心な暮らしの確保、を記載しております。それから南会津地方が１５５ペ

ージ以降になっております。テーマとしましては、みんなが輝く園芸産地と

いやしの里づくりということで、グリーン・ツーリズムとか、１５７ページ

を見ていただきますと、重点的な取組内容ということで、南会津地方、夏秋

トマト、アスパラガス、それからリンドウの振興を図っていく。森林・林

業・木材産業の振興がございます。それから６次産業化、観光産業との連携

というようなことで、グリーン・ツーリズムやフォレストセラピーといった

ような、記載もございます。それから１５９ページが相双地方になります。

山・川・海の豊かな自然と多彩な地域資源が調和した農林水産業の展開とい

うことです。相双地方、冬季温暖な気候を生かした農業の振興がございま

す。それから豊かな森林資源を生かした林業・木材産業の振興でございま

す。それから、１６３ページがいわき地方でございまして、「サンシャイン

いわき」が育む、「森林・大地・海」の恵みを未来へと（仮）ということ

で、テーマとしまして、重点的な取組内容が１６５ページです。こちらの方

も冬季温暖、日照時間が全国的にもトップクラスでして、１「サンシャイン

いわき」の農業振興、２人工林が多いいわきの林業・木材産業の振興、それ

から水産の部分ですと、３「潮目の海」の水産業の振興ということで、各地

方計画を現在、このような形で取りまとめているところです。以上です。

議長 はい、ありがとうございました。すいません、飛ばしてしまいまして。こ

(木村会長) の点に関して何かありましたら、お願いいたします。

よろしいでしょうか。そうしますと、いろいろと御意見が出たので、少し

整理して、皆さんに確認していただいて、それを中間整理案に盛り込んでい

くということで、今少し相談してまとめたいと思います。若干お待ち下さ

い。

皆さんから出た御意見、簡単にまとめていただきましたので、御確認下さ

い。

まず、岡部委員からですが、これまでの結果、総括とはどのようになって

いるのかと、これを整理し、総括の上、新しい計画を作って欲しいと。

それから斎藤委員から出ました、県産材の利用というのは、他県との競争

となりますから、その競争に勝てるような、具体的な方法を盛り込んでいき

たい、何が特徴なのかということ、福島県産らしさということですね。

矢吹委員ですが、これまで汗をかいてきた林家の方々の部分が記載されて

いないと。林家の人づくり、そういう人づくりの方が問題だと。それから森
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林環境税に関して、是非事業を続けてそのようなことを盛り込んで欲しい

と。それから供給としては針葉樹の方がたくさんありますので、針葉樹の記

述ばかりなのですが、広葉樹材に関しても、今後広葉樹も含めた地域資源の

活用を願いたいと。それから、県産材の利用については、エンドユーザーの

みではなくてですね、いろいろな分野、デベロッパーなどと、そのようなと

ころとの連携、コラボをもう少し考えながらやって欲しい。

それから山本光子委員は、きのこの栽培の技術を補助して欲しいと言いま

した。それから斎藤委員から、若者が気軽に林業に入って来れるような間口

の広い、ずっとそこの山に張り付いて一生やらなくてはいけないというので

はなくて、違う形態での森での仕事の仕方ですか、それに関してもサポート

が欲しいという御意見がでました。以上の点まとめたのですけど、よろしい

でしょうか。

それではよろしいでしょうか。それでは、これらの意見をもとにして中間

整理案についてさらに精査していただくということになると思います。これ

でよろしいようですので、以上で本日の議事を終了いたします。長時間に渡

り、活発な御意見をいただきまして、ありがとうございました。

司会 木村会長ありがとうございました。

(廣畑主幹) それでは、６その他に移らせていただきます。事務局、お願いいたします。

事務局 今後のスケジュールについて御説明させていただきます。お手元の次第に

(加藤主幹) あります、資料の１番最後のページをお開きいただきたいと思います。平成

２１年度新たな農林水産業振興計画の策定スケジュールです。丸の２つ目が

本日の審議会でございまして、３つ目が１１月頃に予定しております、パブ

リックコメントの実施、それから市町村および関係団体等への説明会の開催

を予定しております。次に１２月２２日、まだ予定ですが、第３回目の森林

審議会を開催させていただきます。この中では、戦略的に取り組む重点施策

についての御審議、それから、施策の達成度を測る指標について、御説明し

ましたが、もう１歩踏み込んで御審議をしていただきたいと考えておりま

す。そして振興計画以外の議題ですが、例年行っております森林計画関係の

樹立、本年度は阿武隈川地域森林計画を樹立する順番になっておりますの

で、その内容、及び毎年行っておりますその他の地域の森林計画の振興等に

ついても、御審議いただく予定としております。年を越しまして来年の、２

月か３月頃に第４回の森林審議会を予定しておりまして、その中で今回の振

興計画の最終答申案について御審議をいただく予定でございます。

続きまして、議事録の作成についてですが、本日の議事録につきましては

整理の上、御発言いただきました各委員に確認をお願いいたしまして、議事

録署名人の押印をいただいた後、写しを全委員へお送りいたしたいと考えて

おります。
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なお、議事録につきましては、県の森林計画課のホームページの方で公表

することとなりますので御了承願います。

また、現在策定作業を行っております阿武隈川地域森林計画の案につきま

しても、委員の皆様の御意見を伺いしたいと考えておりますので、後日です

ね、地域森林計画の案を郵送させていただきますので、その際はよろしくお

願します。

司会 事務局の方からは、以上でございますが、委員の皆様からは何かございま

(廣畑主幹) すでしょうか。

早矢仕委員 今回、資料を送って貰って、自分のところ忙しいのもあったのですが、な

かなか読みきれないまま来てしまったので、作るのもギリギリまで大変だと

は思いますが、もう少し、１日２日、早いと読めるかと思いました。出来る

限りでよろしいですが、よろしくお願いします。

司会 大変申し訳ございません。できる限り早めにお送りさせていただきますの

(廣畑主幹) で、よろしくお願いいたします。他にございませんでしょうか。

山本光子委 少しＰＲさせて貰っていいですか。１１月１３日、うつくしま森作りネッ

員 トワーク２１の発表交流会を、県南地域が順番で白河市の東文化センターで

行う予定です。浜・中・会津の団体さんが集まり、自分たちの活動発表、そ

して、基調講演ということで、天皇陛下の総料理長をやっておりました、高

橋恒雄氏においでいただいて、福島県のきのこなどにとても興味を持たれる

など、天皇の料理番が語る家庭料理ということで、御講演いただくことにな

っています。翌日は、やはり同じ東文化センターの隣の山で、うつくしま育

樹祭をやるものですから、皆さんお誘い合わせの上、沢山の方に参加してい

ただければと思いますので、御案内させていただきました。よろしくお願い

します。

司会 ありがとうございます。それでは以上をもちまして、本日の福島県森林審

(廣畑主幹) 議会を閉会させていただきます。御協力ありがとうございました。
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以上を以て閉会となる

以上の議事録内容に相違ありません。


